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郵
政
ユ
ニ
オ
ン
は
、
６
月
２
０

日
、
日
本
郵
政
第
１
３
回
株
主
総
会

(

東
京
都
港
区
芝)

会
場
前
で
、
「
正

社
員
の
待
遇
を
下
げ
て
の
『
格
差
是

正
』
は
お
か
し
い
ぞ
！
」
「
格
差
是

正
の
流
れ
に
”
水
を
差
す
”
郵
政
の

１
８
春
闘
回
答
」
、
「
時
代
に
逆
行

す
る
非
正
規
社
員
の
６
５
歳
解
雇
」

と
し
て
、
下
記
の
内
容
の
ビ
ラ
を
配

布
し
、
株
主
の
み
な
さ
ん
に
宣
伝
行

動
を
行
い
ま
し
た
。
当
日
は
、
雨
模

様
で
し
た
が
、
２
０
０
枚
程
の
ビ
ラ

を
配
布
し
ま
し
た
。 

 
 

       

ビ
ラ
の
内
容
（
抜
粋
） 

日
本
郵
政
第
１
３
回
定
時
株
主

総
会
に
出
席
さ
れ
た
株
主
の
み
な

さ
ん 

。 

日
本
の
雇
用
社
会
は
約
４
割
、
郵

政
は
そ
れ
以
上
の
約
５
割
が
非
正
規

雇
用
で
働
い
て
い
ま
す
。
非
正
規
と

い
う
だ
け
で
正
社
員
と
同
じ
仕
事
を

し
て
い
る
の
に
労
働
条
件
に
は
大
き

な
格
差
が
あ
り
、
い
わ
れ
な
き
差
別

に
苦
し
ん
で
い
る
の
が
実
態
で
す
。

そ
の
よ
う
な
格
差
を
是
正
し
て
い
く

こ
と
は
社
会
全
体
の
喫
緊
の
課
題
で

す
。 日

本
郵
政
は
春
闘
の
回
答
に
お
い

て
格
差
是
正
の
流
れ
に
“
水
を
差

す
”
提
案
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
会

社
は
、
正
社
員
の
労
働
条
件
を
引
き 

 

 

第
７
回
定
期
全
国
大
会 

７
月
５
日
～
７
日(

東
京) 

第
７
回
中
国
地
方
定
期
大
会 

 

７
月
１
５
日
（
広
島
オ
フ
ィ
ス
セ
ン
タ
ー
５
階
） 

 

                  

下
げ
て
、
非
正
規
社
員
の
「
処
遇

改
善
」
を
提
案
し
て
き
ま
し
た
。

郵
政
の
こ
の
手
法
は 

“
正
社
員

シ
ョ
ッ
ク
”
と
し
て
女
性
週
刊

誌
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
く
ら

い
に
大
き
な
話
題
と
な
り
ま
し

た
。「
処
遇
改
善
」
と
言
っ
て
も
、

一
部
の
「
改
善
」
に
過
ぎ
ず
、
内

容
も
同
一
労
働
同
一
賃
金
と
は

程
遠
い
内
容
で
す
。
「
男
女
差
別

を
禁
止
す
る
場
合
に
男
性
の
待

遇
を
引
き
下
げ
て
男
女
平
等
と

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
同

様
に
、
非
正
規
社
員
の
処
遇
改
善

の
た
め
に
正
社
員
の
待
遇
を
引

き
下
げ
て
対
応
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
は
、
国
会
審
議
で
加
藤
厚

労
大
臣
が
答
弁
の
中
で
、
は
っ
き

り
と
言
っ
て
い
ま
す
。
郵
政
の
手

問われる日本郵政の 

社会的責任 
-株主総会でビラ配布行動- 
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法
は
、
今
後
、
非
正
規
社
員
の
処
遇

改
善
を
検
討
す
る
企
業
に
対
し
「
悪

し
き
前
例
」
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か

で
す
。
日
本
郵
政
の
社
会
的
な
責
任

が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

職
場
で
は
一
般
職
の
社
員
か
ら

「
正
社
員
と
な
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が

な
い
」、「
地
域
基
幹
職
と
同
じ
仕
事

を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
に
、
手
当
で

差
別
さ
れ
る
の
は
納
得
で
き
な
い
」

と
い
う
声
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。
５

月
１
５
日
に
発
表
さ
れ
た
「
日
本
郵

政
グ
ル
ー
プ
中
期
経
営
計
画
２
０

２
０
」
で
は
、
「
社
員
の
力
を
最
大

限
に
発
揮
で
き
る
環
境
の
整
備
」
が

基
本
方
針
と
し
て
示
さ
れ
ま
し
た

が
、
春
闘
回
答
で
は
た
し
て
「
力
を

最
大
限
発
揮
で
き
る
環
境
」
と
な
る

で
し
ょ
う
か
。 

ま
た
、
同
じ
日
の
２
０
１
８
年
度

３
月
期
連
結
決
算
で
は
４
６
０
６

億
円
の
当
期
純
利
益
を
計
上
し
、
株

主
配
当
も
特
別
配
当
７
円
を
増
額

し
、
５
７
円
と
な
り
ま
し
た
。 

今
回
の
提
案
の
理
由
は
「
財
源
確

保
」
で
す
が
、
膨
大
な
内
部
留
保
と

合
わ
せ
て
も
非
正
規
社
員
の
処
遇

改
善
の
た
め
の
財
源
・
原
資
は
十
分

に
あ
り
ま
す
。 

以
上 

 

  

              
 

                           

西日本２０条裁判 

第１回控訴審 

７月２５日 １３：１５～ 

（大阪高裁） 

 

「働き方改革」関連法 

参院本会議可決糾弾！ 
６月２９日、参院本会議で「働き方改革」関連法が可決、成立した。 

機関紙で何回も取り上げてきたように、この中には、残業代ゼロ制度（高

度プロフェッショナル制度）があり、これは、労働者が働くにあたっての権

利保護 （労基法）となっている最低限度の法規制すらなくそうとするもの。

全労連、全労協はもちろん連合でさえ反対し、また、過労死家族の会が猛反

対していたにもかかわらず、安倍内閣は委員会を強行採決し、国会運営を強

引に押しすすめた。 

反対運動のたたかいの継続を！過労死を増やし、「労働者派遣法」の二の

舞にさせないためにも、反対世論を大きく形成し、「働き方改革」関連法をぶ

っ潰そう！ 


